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1．はじめに　　　　　　　　　　　　　　　のなかで，旧東ドイツ農業の農業就業人口は，

1989年11月9日，今から11年前，「ベルリン　　　1989年でもまだ11％だったのである（2）。ちな

の壁」が崩壊した。米・ソ冷戦時代の終焉お　　みに，ドイツ（1996年）では，全労働力のわ

よび新しい世界政治秩序模索への幕開けとし　　　ずか3％（135万人）が農業分野で雇用されて

て，また東ドイツにおける民主化闘争の勝利　　　いるにすぎない（3）。したがって，旧東ドイツ

として，ベルリンの壁の崩壊は歓喜の声を　　　においては，農業部門が工業部門に吸収され

もって迎えられた。その後の方向性の選択肢　　　ない過剰労働人口の受け皿としての役割を果

はかならずしもドイツの再統一ばかりではあ　　たしていたとみられる。統一にともなう旧東

りえず，ギュンター・グラスら社民党系のイ　　独への資金援助や法的な優遇措置があったと

デオローグの主張するゆるやかな連合国家の　　　はいえ，そうした過剰人口を抱える農業がい

可能性も存在したのではあるが（1），勝者とし　　わばまるごと，西側の競争市場の中に投げ出

ての西側イデオロギーの勢いは，「統一ドイツ　　　されたのである。これを激震と言わずしてな

連邦共和国」への駆動力として機能し，ドイ　　　んと表現できるだろうか。

ツとしては珍しい拙速をもって，翌年の90年　　　東ドイツの農業は，多くの社会主義諸国と

10月3日にその成立をみた。以来今日まで，　　　同じく，個別経営を否定していわゆる「協同

旧東ドイツ社会は予測をはるかに超える多く　　化」の路線を歩んできた。その要に位置する

の解決の困難な問題と直面しながら未曾有の　　　のが，VEG〈国営農場〉とLPG〈農業生産協

社会編成の変革を強いられてきている。　　　　同組合〉である。とりわけhPGは全農地の

農業もその例外ではない。激変を強いられ　　　86％を利用し，文字どおり東ドイツ農業の牽

ている数ある社会セクターのなかでも，旧東　　　引車であった（4）。そうした事情から，統一後

ドイツ農業を襲ったのは，激震と言っても過　　　すぐさま日程にのぼってきたのが，「LPGの

言ではないだろう。旧東ドイツは自給自足に　　解体」だったのである。当初ボン政府がとっ

近い経済社会であったとみなされているが，　　た農業政策は，「個別経営の育成」であった。し

もとより工業発展の度合いは低く，基幹産業　　　かしながら，ユンカーの大農業経営下で，独

の一つは農業であった。その農業が，いわば　　　立農としての経験に乏しい多くの旧東ドイツ

発展した産業社会段階へと一足飛びに落とし　　農民にとって，さらに東ドイツ体制下で「協

込められたのである。先進資本主義諸国にお　　　同経営」を営んできた事情から，「個別農」へ

いてはおおむね，農業社会から産業社会へ転　　　の転換はまず個人的な資質として困難であっ

換する過程で激しい農民層分解を経験し，農　　　た（5）。加えて，先の困難を乗り越えることが

業人口はすでに5％以下に激減している。そ　　　できたとしても，資本主義社会の個別経営農
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業が直面しているその同じ困難をこうむらざ　　示されているように，個別経営と協同経営と
●　　　　　●　　　　　●

るをえない。その最たるものが，産業労働者　　　の関係は先進国農業のゆくえをうらなう上で

に匹敵する利益をあげうる経営をとりあえず　　　根本的な問いであるからである。先進国農業

実現するために不可欠である「土地の集積」　　　における個別経営はさまざまな意味で岐路に

の困難性である。「協同経営から個別農へ」　　　たたされている。西側の農業の重層的困難さ

という単純な転換のプロセスが描けるわけで　　　が端的に現わされているのがいわゆる「後継

はない。この間の事情は後に詳しく見るとし　　　者不足」であり，「配偶者不足」である。農

て，ここでの確認は，社会体制の激変に伴う　　業が職業の選択肢として歓迎されない理由も
●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　o　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●

農業経営の強制された変化の道筋が，東の特　　　さまざまでありえようが，とりわけ看過でき

殊事情に西側の農業の困難さがかぶさる形で　　　ないのが，「もうからない農業」あるいは「食

のいわば多重苦の中で生じているということ　　　べていけない農業」という問題である。少な

である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　くとも他産業従事者に匹敵しうる年間収入を

ところで，社会主義そのものの失敗，ある　　確保する道が達成されなければならない。使

いは社会主義的な計画経済の失敗，さらによ　　　い古された言い方をするならば，農工間格差

り具体的には国家の土地所有による経営ない　　　の是正問題と言いえよう。さらに，先進国の

し労働へのインセンティブ喪失という失敗な　　一般的動向として，ゆとりある生活を保証す

ど，旧東ドイツの崩壊は，さまざまな要因が　　　るために，「労働時間の短縮」が大きな課題

からみ，全体としてもはや国家そのものが維　　　となっている。さらにとりわけドイツでは，

持し得なくなって出来したことは否定できな　　　「休暇のために働く」と言われるように，年

い。とはいいながら，じつはそのことは，旧　　　問3－4週間の連続的な休暇の確保はいわゆ

東ドイツに存在した社会的な制度やしくみの　　　るはたらきがいや収入条件とは別に，最優先

ことどとくが機能不全に陥ったことを単純に　　　の労働条件と位置づけられている。要するに，

意味しないし，ましてやそのすべてが悪しき　　　収入や労働時間，休暇の確保といった重要課

ものとして証明されたということでもない。　　　題を達成するためには，個別経営でもまった

再統一後旧東ドイツで生じている旧東ドイツ　　く不可能ではないにしても，その効果的な実

レベルを下回る多くの社会現象が厳然として　　　現を阻む多くの要因が生じてきているという

存在し，そのことがかつての旧東ドイツを望　　　認識が肝要なのである⑥。

郷させる遠因となっている。旧東ドイツ時代　　　　だが，そうはいっても，そのことがいきな

へ逆戻りしたいと本気で願う市民が多いとは　　　り個別経営を否定し，協同化の道を模索する

考えられないが，東西の格差のもとでの旧東　　　しかないという結論にはなりえない。また，

ドイツ的ないくつかの価値への渇望は，「もう　　　一口に協同化といってもその範囲と方法は千

一度壁がほしい」というパラドキシカルな比　　　差万別である。たとえば，旧西ドイツで試み

喩によって表現されている。　　　　　　　　　られてきたマシーネンリングなどは，個別経

もとより現に旧東ドイツを襲っている多く　　　営を基礎とし，効率的経営に必要な機械装備

の困難な現象が変革期の過渡的なものである　　　のいわば共有化であるが，これももとより一

ばあいももちろんありうる。時間の経過に　　　種の協同化である（7）。それゆえ，この問題を

よって解決可能なことがらもたしかに存在す　　　構成するさいには，「個別経営かはたまた協同
●　　　　■

るだろう。だが，少なくともこと農業に関す　　　経営か」という二者択一が重要なのではない

るかぎり，ことはそれほど単純には考えられ　　　ということの含意が明確に認識されなければ

ない。というのも，この小論のタイトルにも　　ならない。二者択一的にこの問題を捉えてし
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まうと，いずれかに選択肢が狭められてしま　　　に12647の個人農が誕生したことになる。その
●　　　　o　　　　●　　　　●　　　　●　　　　・

う。もし可能なら個別経営を維持したいとい　　　割合は，85万と仮定すると，1．5％である。

うのは，私的所有の原則からしても，また自　　　しかもこのうち，純粋に専業農家になると，

己決定できる経営（一国一城の主）のやりが　　　5565にまで数値は下がってしまう（0．6％）。

いという点からも，ごくごく自然な要求であ　　　逆に，新しい法人は，合計が3039で，うち協

る。個別性こそが個性化への道でありうる。　　　同組合は1475であるから，法人としては，旧
●　　　　　●　　　　　●　　　　　o　　　　　●　　　　　●

したがって，もし可能ならという条件が問題　　　経営体4635のとの単純比較では，65．5％の残
●　　　　　●　　　　　●

となる。これを逆転させるのである。もし可　　　存率を示し，協同組合としては，31．8％残っ
●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　o

能でないのなら，その可能でない条件をいか　　　たことになる。85万人の農業従事者のうちの

にして補っていけばよいのかが模索される。

そのための方法として，個別経営を補完する
o　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　●　　　o　　　　…

なんらかの協同化の可能性が浮上するはずで　　　　表1　旧東ドイツ時代の農業経営体
ある。したがって，同じレベルの選択肢とし　　　　　　　　　（1992年2月）

て個別か協同化かがあるわけではない。この　　　　経営組織 経営体数 平均経営 農地面積の

点はいくら強調してもしすぎることはない。
規模（ha） 割合（％）

協同経営の経験の蓄積はもとより旧東ドイ　　　1・自然人 17072 74．2 24．8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うち　個人農ツに軍配があがる。LPGは先にも指摘したよ 12647 69．2 17．1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うち専業農家うに，旧東ドイツのほぼ9割近くの農業経営　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人的会社（合名会社） 5565

X33

134．6

R97．7

14．6

V．3
を担ってきた実績をもつ。それゆえ，「生産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ガルテンバゥ

2462 2．1 0．1

協同組合は全世界で成功したことが実証され　　　　　その他 1030 16．2 0．3

ていない」とあまりにも単純に否定されてよ　　　2．法人 3039 1266．4 75．2

いはずはない（8）。事実，LPGの解体過程をみ　　　うち農業協同組合 1475 1521．7 43．9

てみると，LPGの長所を生かした新たな生産　　　　有限会社 1120 945．7 20．7

o　　　　．

協同組合が生まれている。いうならば，協同　　　　その他の団体 157 764．8 2．3

経喜あ接紐産あ身1）↓トである。表1および　　　　合資会社蛛式会社など 287 1481．2 8．3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計表2を参照されたい。統一後政府によって 20111 254．4 100．0

1990年に策定された「農業適応法」により，　　　　小林浩二著『21世紀ドイツ』1998年19頁

旧LPGは1991年の12月31日までに新しく形

態変換を遂げなければ消滅してしまうという
枠の設定が設けられた。当初のボン政府の思　　　　表2　旧東ドイツ時代の農業経営体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1984年）

惑に反して，おおまかな①農民家族経営，②
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経　営　組　織協同組合，③農業企業という三つの選択肢の 経営体数 平均経営

K模（ha）

農地面積の

ы〟i％）

うち，①の可能性はわずかで，②の可能性が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VEG（P）

75 5158 6．2
選択されたといえるだろう。つまり，競争力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　VEG（T）

320

のある形で経営形態を転換するさいに，農業　　　その他のVEG 86 130 0．8

経営体からの離脱者を別とすれば，多くの者　　　LPG（p） 1140 4632 84．6

が協同組合方式を選んだことになる。表2に　　LPG（T） 2792 26 1．2

よると，LPGの植物生産と動物生産の合計が　　GPG 208 80 0．3

3932であり，80万とも85万とも言われた経営　　　KAP 14 4317 1．0

体の構成員（農業従事者）のうち（9），わずか　　　　小林浩二著r21世紀ドイツ』1998年　10頁
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1．5％が個別経営を選び，60万人（70％）が　　　ンメルン州の首都シュヴェリン近くのシュト

農業経営体から離脱し，残り30％弱の組合員　　　ラーレンドルフという行政区にある旧LPG

が新しい形態での協同組合と農業企業を選択　　　を解体してできた一つの農業生産組織を調査

したことになる。　　　　　　　　　　　　　　した。調査は始まったばかりであり，まだま

無論のこと，既述のように，個人農を選択　　　とまった成果も出せていない状況ではある

できない要因がすでに旧東ドイツ農民層に内　　　が，調査の位置づけおよび事例分析に必要な

在していたともみることができる。その点を　　先行研究や関連問題等の整理も不可欠である

考慮しても，一つの可能性はそのノウハウを　　　ところから，一つの区切りをつけることにし

身につけて，なんらかの形で家族経営をめざ　　　た。以下においては，事例の理解に必要なか

す農民が増加することであるだろう。と同時　　　ぎりで，旧東ドイツの農業事情および五PG解

に，協同組合経営の従来の欠陥を是正して新　　　体をめぐる動きに目を通した上で，事例へと

しい協同組合を立ち上げることによって，ま　　　進むことにしたい。

さにこれまでの蓄積を生かす道も可能なはず

である。これまでのところ，そうした道が選　　　2．旧東ドイツ農業とLPGの解体

択されているのはすでに見たとおりである。　　　　旧東ドイツにおけるLPG
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

ﾆころで，こうしたLPG解体の道程とその　　　LPGは　Landwirtscaftliche　Productions一

諸帰結は，われわれに何をもたらすのかを問　　　genossenscaftの略語であり，通常農業協同

うて見ることが必要である。体制を異にした　　　組合あるいは農業生産協同組合と訳されてい

遠い世界の滅ぶべくして滅びゆこうとしてい　　　る。旧東ドイツにはこのほか国営農場ともま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o骭`態として，旧東ドイツの農業協同組合を　　　た人民所有農場とも呼ばれるVEG（Vblks一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ｨえるのだとしたら，それはあまりにもイデ　　　eigenes　Gut）があり（表2によれば，農地占

オロギー決定論的な視野狭窄に陥った見解と　　　有率は7％にとどまる），農地面積の実に86％

言わねばなるまい。むしろ，先に指摘したよ　　　をLPGが占め，事実上旧東ドイツの農業は

うに，個別経営を補完する一つの代替案とし　　LPGによって担われてきたとみてよい。した

て農業協同組合の可能性を考えるのなら，　　　がって，このLPGが旧東ドイツ農業において

LPG解体の過程とその新たな経営体の創出　　　果たしていた機能およびその解体の把握こそ

過程とはわれわれの今後の農業形態の模索に　　　が旧東ドイツ農業の来し方と行く末を捉える

とってまたとないモデルを提示するものと言　　　鍵となる。旧東ドイツ農業の特色を，

えよう。もちろん，このモデルの提示は，あ　　Wollkopf　Meikeは次の5点にまとめている。

まりにも環境汚染に鈍感であった旧東ドイツ　　　①農業経営体は，国営ならびに組合組織の経

農業の負の遺産をも含むものであることを忘　　　営体からなっており，その経営規模は大き

れてはならない。EUの共通農業政策のしば　　　かった。作物栽培をおこなう経営体の規模は

りのなかで，農地の粗放化，生産調整，環境　　　数千ヘクタールに達しており，家畜飼育の経

にやさしい農業の実現といういずれも困難な　　　営体は1000から2000の家畜単位を擁してい

課題を旧東ドイツ農業はどのように実現して　　　た。②農業経営体には，大量の労働力が雇用

ゆくのかも21世紀農業の行く末をうらなう試　　　されていた。また，労働力のなかに農業労働

金石となるだろう。　　　　　　　　　　　　　に携わらない人　　建設業に携わる人，給仕，

以上の課題意識にもとついて，われわれは　　　運転手　　などが含まれていた。③農業経営

旧東ドイツのLPGの解体過程の事例研究を　　　体は，地方行政体のインフラストラクチャー

行うことにした。メクレンブルク＝フォアポ　　　建設も引き受けていた。④生産性を最大にす
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る経営，大量生産をめざして農業の工業化が　　　よそ60万人が農業から離脱するわけである

進められた。その一方で，自然条件を最大限　　　が，離農とは表現されても，LPGが農業協同

生かす経営が模索されていた。⑤農業経営体　　　組合であったからそう言われるのであって，
●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　●　　　　　o

が，農業生産とは直接関係のない村民の生活　　　むしろLPGが本来の意味での純粋な農業組
●　　　　　●　　　　　●　　　　　O　　　　　o　　　　　●　　　　　●

に結びついた施設を有していた。これらの施　　　織ではなかったことが銘記されざるをえな

設は，保育所，休暇施設，食堂，医療所など　　　い。要するに工業部門にではなく，農業人口

の社会施設だった（1°）。　　　　　　　　　　　　のなかに純粋には農業人口と呼べない層が取

①については表2からもわかるように，　　　り込まれていたのである。事実こうした層の

五PG（P）の平均経営規模は4632ha，　VEG　　なかから，建設経営，農業機械販売，金属加

（P）は50158haであり，動物生産ではLPGと　　工，三菱やトヨタの自動車販売などが発生し

VEGを平均しておよそ1900頭（乳牛換算）で　　　たといわれている（13）。だが問題の核心はそこ

あった。旧西ドイツの1989年の平均経営規模　　　にあるのではない。そうではなく，あまりに

が18haだというのであるから，経営体の規模　　　大規模な経営であるがゆえに，管理部門があ

の差は比較を超えるといわざるをえない。北　　　る意味でその必要性をこえて膨張せざるをえ

部に位置するメクレンブルク＝フォアポンメ　　　なかったことにある。管理スタッフの多さは

ルン州とブランデンブルグ州で農業が盛んで，　　決定に時間がかかり，かつ非効率であるとい

南部が工業地帯であり，これは「南高北低」　　　うことだけではない。むしろこの管理部門の

の経済構造と呼ばれてきたようであるが（ll），　　膨張が「規模の経済」をも揺るがして，人件

旧東ドイツにはつまるところ農地が多く，も　　　費に食い込み，「生産は上がったけれども，経

しこれらの農地が旧西ドイツの最新の技術で　　　済的に悪化した」という現象を招き，LPGを

生産されたなら，EC市場の全体販売量基準量　　　内部から揺さ振りつづけたのである。

を破るような過剰生産になるということであ　　　③と⑤については，むしろLPGが地域にい
●　　　　　●

る。旧東ドイツの農業地域では，まずは生産　　　かに貢献していたかを示すものであるだろ
o　　　　・　　　　・

の制限およびそれときってもきれない関係に　　　う。われわれのインタヴューからも得られた
●　　　●　　　o　　　o　　　o　　　　　o　　●　　　●　　　■　　・

ある農地の休耕（粗放化）が重要問題となる　　　結果だが，LPG時代はお昼に暖かい食事にあ

ことを指摘しておかねばならない。　　　　　　りつけ，子どもや高齢者のことを気にしない

②に関しては，特に五PGの経営のあり方の　　　で女性も労働に従事することができたとい

最大の問題点として多くの研究者から指摘さ　　　う。生活をトータルにめんどうみる，別言す

れてきている。ただし，それは農業に携わら　　　れば生活のインフラの整備を享受するという

ない人の中身にかかわる。旧LPGがほとんど　　大きなメリットを統一後旧東ドイツ住民は逃

可能なことはすべて内部でおこなうのを原則　　　したのである。また，男女共生参加型の社会

とし，　というかそうしないことには実際　　　の実現度という観点からすれば，かえって旧

には機能しなかったのであるが　　管理部門　　西ドイツは後進国となるだろう。統一後女性

にくわえて，建設部門や修理部門を抱えてい　　　の多くが職を失い，第二市民の地位に追いや

た（いわゆるブリガーデ）。たとえばすぐれた　　　られたことは，西側のみかけの繁栄の陰に隠

LPGでは機械装備の部品ですら生産してい　　　されたままである。

たと言われる。そのようにして部品不足を自　　　④は，②の論点と連動する。「農業の工業化」

衛していたのである（12）。それゆえ，LPG解体　　　は，環境問題と両立するかぎりでこれまで先

後こうした直接農業生産に携わっていなかっ　　　進国によってもめざされている方向性といえ

た人を中心に，先に述べた離農が促進されお　　　る。そのことのゆえに，農業生産組織内に工
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業部門を抱えることはむしろ合理的とさえ言　　　事実上旧東ドイツは姿を消すこととなった。

えるかもしれない。　　　　　　　　　　　　　それにともなってかつての旧東ドイツの法律

以上の5点に加えて，もう2点，旧東ドイ　　　の多くは移行措置を経て効力を失うことと

ツ農業を語る上で看過できないことがある。　　　なった。LPGに関する法律は若干の変更を経

その一つは，旧東ドイツにおいては，LPGや　　　た上で，1991年の12月31日まで効力をもつこ

VEGの幹部に高等教育（大学や専門学校）を　　　とが定められたいわゆる農業適応法（Land一

受けた人材が投入されていたことである。西　　　wirtschafしsanpassungsgesetz）が1990年に制

側諸国とは異なって，旧東ドイツでは農業が　　　定された。これにより，①社会主義時代の農

基幹部門として位置づけられ，国家を基礎づ　　　業経営体の解体とそれに代わる新たな経営体

けるものとして多大な財政援助受けていたの　　　の創出，②耕地の民営化，③生産・流通構造
●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●　　　　●

みならず，その労働にも高い評価が与えられ　　　の改善，④環境調和的農業の形成，⑤離農者
o　　　　o　　　　●

ていた。工業部門に劣らない収入の保証と評　　　対策，⑥農村の整備・発展などの課題が旧東

価が存在したことは，われわれによる農業の　　　ドイツ農業　　その大半はLPG　　に突き

貧困な位置づけを考えると，再考されうる政　　　つけられたのである（15）。

策を含んでいると言えはしないだろうか。　　　　1．PGにとっての最大の課題は，1991年まで

二つ目は，農業経営体が作物・草地栽培と　　　のなんらかの新しい経営体へと変革を迫られ

家畜飼育に完全に分離していたことである。　　　たことにある。もしそれができなければ，経

すでに随所に現れているPとTの区別がそれ　　　営体は消滅する道しか残されていなかった。

である。Pが植物生産，Tが動物生産を表して　　　そうした転換にさいしては，さまざまな援助

いる。小林浩二によると，こうした分離は，　　　によって破産が防止されたとされているけれ

政治的理由によるものであるという。すなわ　　　ども，実際に破産ないし清算に追い込まれた

ち，五PGが無視できない政治勢力に成長する　　経営体数は600にのぼるといわれている（16）。

のを阻止するために，あるいはそうした力を　　　それはおよそ3932（表2）存在したLPGの

醸成しえたとしても，五PGが二つの部門に分　　　15％に相当する。この事実だけからもhPGの

断されていれば，その関係を調整・統括する　　解体がけっして容易な道ではなかったことを

機関が必要となり，そこを少なくとも押さえ　　物語っていよう。

れば，LPGのコントロールは容易なるという　　　その困難さはまず土地問題として出来して

ことであったらしい。分断的統治の一ヴァリ　　いる。1959年にいわゆるLPG法が制定されて

エーションであったのだろうか。もっとも，　　　以来，協同化のために土地の集積がおこなわ

両者の間には協同があり，一つの協業組織の　　　れた。その大半の土地はVEGではなく1PGに

なかで協同していたという。そのばあい，一　　　提供された。その理由を谷口信和は，「大農

つの植物生産で二つから五つの畜産経営の飼　　　地の農地の多くが他の農民層の農地と混在状

料を賄うという関係だったようである（14）。　　　態にある状況下では，これをVEGに集中すれ

ば，LPGの結成と団地的土地利用にとって決

統一後のLPGをめぐる動き　　　　　　　　　定的な障害になることが予想されたからだ」（17）

以上のような旧東ドイツにおけるLPGの　　　と説明している。私有地に対して最初だけな

様態を把握した上で，ここではLPGが解体へ　　　された地代支払いも行われなくなった。しか

と至る経緯を簡単に押さえておきたい。　　　　　し，他の社会主義諸国とはちがって，旧東ド
・　　　　　・　　　　　●　　　　　．　　　　　・　　　　　・　　　　　．　　　　　・　　　　　●　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　●

周知のように東西ドイツが統一し，旧東ド　　　イツのばあい私的所有関係は抹殺されずに温
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　●　　　　o　　　　●Cツが旧西ドイツに吸収されたことにより，　　存されたことが大きな特徴である。したがっ
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て，先に挙げた②の耕地の民営化については，　　ら姿を消した。85万といわれた農業経営体の

複雑な所有関係が残存し，LPGの解体に介在　　　構成員がわずか2年4ヶ月の間に60万減って

することになった。　　　　　　　　　　　　25万となった。その内訳は表3に示されてい

農業適応法ではまずLPGの組合員の権利　　　る。失業者雇用措置と失業をあわせると，実

が保障されているのであるが，それは①五PG　　　に30．5％にのぼる。転職成功者が20％で，12

加入の際に行った資産寄与（つまり出資，お　　　万人であることを見れば，先に指摘したLPG

よそ500マルク）を完全に返却してもらえるば　　　が抱えていたいわば技術職ともいえる層の転

かりでなく，その利子分が3％上乗せされる　　　職もけっして容易でなかったことが分かる。

ことになったこと，さらに②組合員所有の土　　　繰り返しになるが，かろうじて農業にふみと

地にたいしては，地代を過去に潮って支払わ　　　どまった25万のうち，個人農が12647でそのう

れること（したがって，1969年に組合に参加　　　ちいわゆる専業農家になると，5565に減って

したばあい，30年の地代ということになる）　　　しまっている。すでに注意をうながしたよう
●　　　　●　　　　●　　　　o　　　　●　　　　●　　　　o　　　　・　　　　…

を内容としている。加えて，組合員は提供し　　　に，農業継続の意思の大部分は旧東ドイツ以

た土地にかかわりなく，就業年数に応じて，　　　来の農業生産組織という協同化を通して実現

組合の資産を受け取れることになった（18）。つ　　　されているとみてよい。ボン政府の予想に反

まり，単に提供したものが返却されるという　　　して，個人主体の経営体への選択が少なかっ

ことにとどまらず，増えた資産についても応　　　たのは，これまた繰り返しになるが，①これ

分の分け前にあずかれるということになる。　　　までの巨大生産によって家族農業経営として

こうした関係だけでも，組合員全員にわたれ　　の伝統がなくなっていること，②旧西ドイツ

ばかなりの複雑さがみられようが，さらなる　　　と異なって旧東ドイツにおいては，農業の盛

困難さは，従来の五PGがそのほとんどを借地　　　んなメクレンブルク＝フォアポンメルン州と

に頼っていたことに由来する。しかもその土　　　ブランデンブルグ州では，社会主義的な大生

地所有者は，東独に住み，LPGに参加してい　　　産以前でも，また第二次世界大戦以前でも，

るばあいは追跡しやすいが，東ドイツから逃　　　非常に大きな経営であり，「農民的インフラス

亡して人民所有にされてしまった土地の所有　　　トラクチャーがなかった」という2点から説

者を確定するという難題が加わっている。旧　　　明されている。

東ドイツにおける「協同化」は，このような

西ドイツに逃亡した大農の経営放棄地に依存

していたのである。統一後は従来の所有権申　　　表3　旧東ドイツにおける離農者の内訳

し立て裁判があちこちで行われたのは当然の　　　　　　内　訳 人　　数
成り行きであった。したがって，日本の農地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　転　職

2．0万人（20．0％）
改革のように，解体して適当に分けるという　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　早期年金

9．0（15．0）

のではなく，元の所有者に戻すという経路を　　　老齢過渡年金 4．5　（7．5）

とって，農業経営体にとって必要な土地を改　　　年金 4．0　（6．7）

めて貸借関係に持ち込むという手続きが要求　　　失業者雇用措置 10．5（17．5）

されたのである。その結果，新しい農業経営　　　　（職業再訓練など）

体では，以箭たもましそ借地み増加窒ると山　　　　失業 20．0（33．3）

●　　　　●　　　　●

､傾向が大きな特色となっているという。　　　　合計 60．0万

ともあれ，個別的な経過をたどって，旧東　　　　小林浩二著『21世紀ドイツ』1998年21頁

ドイツのLPGは1991年末をもってこの世か
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3．アグラールホープ　シュトラーレンドル　　　から1時間半かけて車で通勤している。ハン

フの事例　　　　　　　　　　　　　　　ブルグは通勤時間が長くても，よい職場があ

シュトラーレンドルフの概要　　　　　　　　るせいで，多くの人が通っている。高速道路

旧東ドイツの最北に位置するメクレンブル　　　の入り口に駐車場があり，そこから相乗りを

ク＝フォアポンメルン州の首都シュヴェリン　　　する工夫もされている。リシュトシェンコ氏

から南西約12キロの地点にシュトラーレンド　　は1953年生まれ（1999年で46歳）で，23年前

ルフ（Stralendorf）行政区はある。1999年11　　に結婚して4人の子どもがいる。彼は旧東ド

月2日の午後，われわれはシュトラーレンド　　　イツのザクセンアンハルト州のビッターフェ

ルフの行政区センター（Amtverwaltung）を　　　ルトという大きな工業都市で生まれたが，べ

訪れ，行政長のリシュトシェンコ氏からシュ　　　ルリンの壁が崩壊する前に家族で西ベルリン

トラーレンドルフ地区の概要について説明を　　　に逃れた。西ベルリンの州政府の役場で働い

受けた。　　　　　　　　　　　　　　　　　ていた。1992年にこの職があると聞いて来た

ふつうこういう行政区のばあい，市長とか　　　が，この町が地図の折れ目になっていてなか

町長とかというふうに，行政区の長は一人な　　　なか見つからなかったという。彼はもともと

のだが，ここシュトラーレンドルフでは，官　　　オッシーでありベッシーなったわけだが，再

吏としての行政長と名誉職の市長（Am一　　度旧東ドイツに同化したとのことであった。

tvorsteher）という二人制がとられており，　　彼は，公務員の特別専門大学を出て，これを

リシュトシェンコ氏は10年とか20年とかの契　　　取った方が経済的に有利ということで，35歳

約によって給与が支払われる行政長を務めて　　　の時にディプロームを取得した。ここでの行

いる。この行政区は9つのゲマインデ（DUm一　　政長職はネットで6000マルクの給与であり，

mer，Holthusen，Klein　Rogahan，Pampow，　　その他の職員は2300から4000マルク（ネット）

Schossin，　Stralendorf，　Warsow，　Wittenf　　である。シュトラーレンドルフは，住宅費が

rden，　ZUIow）から構成されている。これら　　意外に高いのだが，それは，シュヴェリンが

9つのゲマインデにはそれぞれ名誉職の町長　　　州都で，そこには収入の高い役人が多いとい

がいるが，彼らは町を代表するだけで，実際　　　う事情から，家賃が押し上げられているせい

の行政区の管理・事務の仕事はこの行政セン　　である。そうはいっても，統一後西からメク

ターで行われている。住民は1万1千人。こ　　　レンブルク＝フォアポンメルン州に来た公務

の9つのゲマインデのいわば共同市役所であ　　　員ともともとの公務員とでは給与体系が異な

る行政センターが発足したのは，1992年であ　　　り，後者は前者のおよそ87％に相当する給与

り，当時の人口は4500人だったという。この　　　しかもらっていない。公務員ですらそうなの

人口増加は主として緑の中で住みたいという　　　だから，手工業などその他の職業ではもっと

シュヴェリンの人たちが引っ越してきたせい　　大きな差がでているはずである。

である。シュトラーレンドルフには，小・　　　旧東ドイツが旧西ドイツに吸収される形で

中・高が一緒になっている13学年まである学　　推移した統一後は，西からスタッフが派遣さ

校が3つあり，幼稚園が6つあって，子ども　　　れ，一緒に新しいシステムをつくっていかね

の数が多い。18歳以下の人口は18％である。　　　ばならなかった。これは旧東ドイツの住民に

シュトラーレンドルフの働き場所は，一番　　　とっては強制された選択だった。州ごとに

大きな工場が家具屋でこれはパンポウにあ　　　パートナーの州が決まっていて，ここメクレ

る。それ以外の勤め先は近いところでシュヴ　　　ンブルク＝フォアポンメルン州ではいくつか

エリン，遠いばあいはハンブルグに約1時間　　　のシュレースヴィヒ＝ホルシュタイン州の法
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律を引き継いだ。旧東ドイツのやり方はすべ　　　地の利もよい。シュヴェリンには，旧東ドイ

てだめになり，西のシステムへの追随を余儀　　　ツ時代には皮加工産業，フラスチック加工，

なくされたのだが，当然のことながらそれを　　　機械製造，プラスチックの鋳造機械，機械生

認めたくない人は少なからずいる。　　　　　　産工場もあったが，効率が悪く多くの人が解

現在のシュトラーレンドルフの職業構成比　　　雇された。旧東ドイツ時代は事務・管理に従

は，農業20％，手工業者30％，あとの50％が　　　事している者も多かったがその人たちも効率

サーヴィス産業従事者であるが，壁の崩壊前　　　が悪くて解雇された。旧東ドイツ時代は失業

は農民が50％だった。当時はここに農具の大　　　は少なかったかもしれないが，効率は悪かっ

きな修理工場があって，農用機械の修理をし　　　た。たとえば，ここの行政センターも，現在

ていた。現在の農業従事者の実数はおよそ200　　23人でやっているが，以前は50人でやってい

人くらいで，それは純粋に農業というだけで　　　て，ゲマインデの長にそれぞれ秘書がついて

なく，機械の修理なども含めて20％ぐらいに　　　いた。人口が倍になっても，昔の半数のスタッ

なる。このなかにはポーランドなどから来る　　　フでやれているわけだから，その効率の悪

季節労働者も含まれていて，200人という数　　　かったことは想像を絶するという。そうじて，

は，協同組合などを作って自立して人をさす。　　旧東ドイツ時代のやり方は，ここにさくらん

旧東ドイツ時代は1200人くらいいたわけだか　　　ぼがたくさんあったとすると，それをもって

ら，激減（84％減）と言ってよい。また，こ　　北の海へ行き，うさぎと取り替え，そのうさ

こが管理する土地面積は220平方キロメー　　　ぎをもってベルリンで必要な工作材料と交換

ターで，うち60％が農用地である。メクレン　　するといった気の長い物々交換をやってい

ブルクニフォアポンメルン州の失業率は，　　た。また，生産するのに必要なもの，企業が

12％だが（19），ここシュトラーレンドルフは　　使用するもの以外は倉庫に入れて眠らせてお

4．8％とかなり低い。旧西ドイツと比較して　　　くようなやり方だった。

もなおかなり低い。それはすでに記したよう　　　ゲマインデというのは，自立した一つの地

に，シュトラーレンドルフが西側の大都市ハ　　　域であり，独立して法律をつくることができ

ンブルグやリューベックに近いという地理的　　　る。州の下に郡に相当するクライスがあって，

条件に負うところがきわめて大きい。ただし，　　その下に独立したゲマインデがある。メクレ

公共の交通機関がないので通勤は自家用車に　　　ンブルク＝フォアポンメルン州には100以上

頼らざるをえない。職住近接の原理からも，　　　のゲマインデがあって，そのうちのほとんど

シュトラーレンドルフに雇用機会が増えると　　　が住民500人以下である。ちなみに，人口密

よいのだが，それはなかなかむずかしい。以　　　度は全ドイツで1平方キロメーター当たり

前あった農具の修理工場は民営化されたとき　　　230人であるが，メクレンブルク＝フォアポン

に，ハンブルグの会社が買い取って，トラッ　　　メルン州は78人である。同様に人口はドイツ

クの付属品を造る工場にした。現在80－100人　　　8200万で，ここは182万である。シュトラー

の職場になっている。また，旧東ドイツ時代　　　レンドルフ行政区もすでに述べたように，9

のケーブル工場があったのを，はじめはジー　　　つのゲマインデからなって，人口11000であ

メンスが引き取り，のちにフランス人が買い　　　るわけだが，それがひとつに町村合併しない

取って，現在は電話線を造っている。200人か　　　ところに，ドイツ的な地方分権が徹底して表

ら250人の職場になっており，シュトラーレン　　れている。町村合併はなかなか進まないとい

ドルフだけではなく，周辺のゲマインデから　　　うことであった。

も働きに来る。シュヴェリンとの境にあって　　　　現在このシュトラーレンドルフはシュヴェ
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リンのベットタウンとなっていて，先にも　　　わけだから，住民の対処は困難で，それが新

あったようにいわゆる新住民が増加してい　　　旧住民の対立となって現れている。

る。旧東ドイツ時代は農民は豊かな人であっ　　　　シュトラーレンドルフにおける高齢者の割

たが，今は違う。役人やサーヴィス業の方が　　　合は約20％で旧住民に多い。新住民は30－40

収入は高くなっている。つまり，経済力から　　　代の人が多い。住民の年齢構造も統一後おお

みた社会的地位がいわば逆転しているのであ　　　きく変わったことになる。概してこの州の人

る。西側から給料の高い行政官が入り込んで　　　たちの寿命は長く，のんびりしていてストレ

その傾向に拍車をかけている。新旧住民の間　　　スも少ないのか，75歳から90歳の人が多い。

に明確な経済的な格差があり，それがねたみ　　　これはドイツの平均からいうと非常に高い。

を引き起こしている。新住民は都市指向で，　　　要介護高齢者になると，自宅で介護サーヴィ

都市的生活をここでもしようとする。生活ス　　　スを受ける者もいるし，施設に入る者もいる。

タイルが異なるから干渉されたくない。政治　　　現在パンポウとシュトラーレンドルフの2ヶ

的なカラーも異なるようになった。そういう　　所に老人ホームがある。前者は1994年に後者

ことが起因して，いわゆる新住民と旧住民と　　　は1998年に建てられた。また前者はケア付き

の間がうまくいかず，対立が生じている。た　　　住宅で定員は50人であり，後者は特別養護老

とえば，学校でも子どもたちがグループを　　　人ホームで60人の定員であるが，いずれも満

作って，田舎・農家組と都会組に分かれてス　　　杯でシュトラーレンドルフ以外の行政区の人

クールバスの中で殴り合いとしたということ　　　も入所している。介護保険の法律で広さも定

もあった。昔からの住民はよそ者に来てもら　　　められており，ほとんどが2人部屋である。

いたくはなかったが，お金は欲しかった。新　　　今は町の中につくられ，学校と交流できるよ

住民は旧住民から土地を購入し，そして家を　　　うになっている。旧東ドイツ時代は，田舎で

建てた。土地を売った人たちは，かつて農業　　　はほとんどが自宅で介護を受けていた。町の

をやっていたが成り立たなくなって土地を　　看護婦さん（Gemeindeschwester）がいて，

売った。この地には賃貸のアパートは数少な　　　介護サーヴィスをしていた。今のドイツが

いのだが，そこに入っている人は，自分の土　　　やっているのはそれと同じである。旧東ドイ

地を売って入ったという例がある。また。こ　　　ツ時代には，ゲマインデに今で言う社会福祉

こシュトラーレンドルフでは住宅が50％も新　　　協会のようなフォルクスゾリダリテート

しくなっているが，それは統一後4000マルク　　　（Vblkssolidaritat）という組織があって，ゲ

まで1対1で東ドイツマルクと交換されたこ　　　マインデの自助組織であった。行政がやって

とに起因しているという。その後は1対4交　　　いたのか，企業がやっていたのかはわからな

換になったわけだが，何も買うものがなかっ　　　い。介護サーヴィスということでは，旧東ド

たから旧東ドイツの人の貯蓄高は高かった。　　　イツ時代よりも現在の方がよいが，医療サー

だから余力のあった人は住宅を新しくするこ　　　ヴィスに関しては，中身の問題とは別に，旧

とができたのだという。その結果ほぼ半分の　　　東ドイツ時代には，あちこちに総合病院があ

住宅が新しくなったというわけである。メク　　　り，ゲマインデにも支所があった。今はすべ

レンブルク＝フォアポンメルン州の人は，昔　　　て1ヶ所に統一されているので，高齢者など

から静かでよく考えて行動すると言われてき　　　はサーヴィスを受けにくい。医療の中身に関

た。メクレンブルク＝フォアポンメルン州で　　　しては，強い薬を使っていたので副作用がき

はことが100年後に起こるとも言われてきた　　つかった。糖尿とか心臓，白血病の人たちに

が，この10年間でこんな激変が起こっている　　　とってはよくなかった。
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女性の生活ということで言えば，旧東ドイ　　　こともある。ただし，シュヴェリンでは子ど

ツ時代は責任ある立場にたつ女性が多かった　　　もが減り学校閉鎖が生じているが，ここシュ

が，一般的傾向として壁の崩壊以後は女性は　　　トラーレンドルフでは学校や交通体系などイ

そういう地位から締め出されている。ここで　　　ンフラストラクチャーを立ち上げないといけ

も同じ傾向がみられる。このセンターでは，　　　ないという大きな課題も背負っている。

80％が女性職員であり，20％が男性でリシュ

トシェンコ氏の部下は半々になっている。し　　　アグラールホープ　シュトラーレンドルフ

かし，上の役職をもつ女性は非常に減ってき　　　（シュトラーレンドルフ農業生産協同組合）

ている。旧西ドイツの傾向がそのままこちら　　　く沿革と経営状況〉

にもたらされたとみられる。失業者が増え，　　　　シュトラーレンドルフ農業生産協同組合

男が優先的に職を得るようになっていて，特　　　は，ドイツ語でAgrarhof　Stralendorfb，　e，

に上役職は男が家族を養うということで専有　　　Gと書かれるのだが，このe，Gは登記済み協

する傾向にある。中世的な古い価値観がまた　　　同組合（登録協同組合）であることを示して

入り込んでいる。地方財政，議員とかにどん　　　いる。すでに詳しく述べたように，旧LPGは

どん男性が増えてきて，75％が男性になって　　　1991年末までになんらかのこれまでとは異な

いる。壁が開いたころは半々であった。旧東　　　る経営体をつくらねば破産ないし消滅の憂き

ドイツ時代は今よりはるかに多い女性が指導　　　目にあることが定められていた。このシュト

的立場にたっていて，それを受容するという　　　ラーレンドルフ農業生産協同組合は，旧東ド

雰囲気があった。今でも（男女）同等担当官　　　イツ時代LPGローガン（T）という名前の組

（あるいは女性問題担当官）がいて，監視し　　織が三つの新たな経営体に分かれたのである

て文句も言うのでそんなむちゃはできない　　　が，そのうちのひとつである。より精確には，

が，すでにここでもこの担当官は25％の給料　　　シュトラーレンドルフ農業生産協同組合は，

しかもらえないようになっている。したがっ　　　以前飼料を購入していた飼料供給所をあらた

て，女性問題はこの地区では重要視されてい　　　に抱き込む形で，従来の動物生産を縮小させ

ないことになる。このセンターでも女性の比　　　ながら，耕種農業にも経営の手を広げ，畜産，

率は高いが上はかろうじて半々に近いので，　　　養鶏，食肉加工と耕種および後述する第ニセ

まだよい部類に属する。　　　　　　　　　　クターから成り立っている。有限会社にする

旧東ドイツ時代にはたくさんの保育所があ　　　こともできたが，登録協同組合が選択された。

りゼロ歳児保育も可能であったので，女性は　　　LPGローガンは1989年時点で，①牛（乳牛）

働くことができた。今はすべて自分でやらな　　　1200頭，屠殺用牛200頭，養鶏（排卵）6000

ければならない。新住民もローンを抱えてい　　　羽，養豚500頭という動物生産をおこなってい

る人が多いので，だいたい働いている。ただ　　　た。当時の組合員は118人で，そのうち20人

女性が働けないから，高い地位につけないの　　　がこのシュトラーレンドルフ農業生産協同組

ではないというのが，リシュトシェンコ氏の　　　合で働いている。旧LPGはブリガーデン（左

見解であった。　　　　　　　　　　　　　　　官屋5人，電気技師4人，大工3人など）と

現下の大問題は，シュヴェリンが合併に意　　　呼ばれる手工業部門や事務・管理部門（当時

欲的だが，シュトラーレンドルフの住民は乗　　　10人）と理事（15－20人）を抱えていた。手

り気ではないということである。それはシュ　　　工業部門の人たちは道路をつくったり，建設

ヴェリンの方が税金が高いということもある　　　したり機械の修理をしたりしていた。また，

が，地方財政は小さい方が動きやすいという　　　LPGの仕事のほかに学校や幼稚園の仕事を
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手伝ったりしていた人もいて，旧LPGは「た　　　もろこしが栽培されている。このシュトラー

んに農作物を生産する単位というのではな　　　レンドルフ農業生産協同組合の自己所有の土

く，生活の基本単位だった」というのは正鵠　　地はわずか43haで，ほとんどが施設などの建

を得ている。しかし，既述のように，LPG解　　物用で農耕地ではない。したがって，1400ha

体後はブリガーデンの人たちは他の職業へと　　　のすべてが借地であると考えてよい。1400と

流れ（つまり離農し）て，またある者は早期　　　いうのは減る傾向にあるなかでの数字である

退職して，新しい農業生産組織は以前より　　　という。というのも，今は借りたい人の方が

ずっと人的にはスリムにならざるをえなかっ　　　多いので，借地代を上げれば，そちらと契約

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　してしまうからである。こちらの事情ではな

現在の組合員は46（うち女性は22）名から　　　くて，市場の事情に左右される。ちなみに1997

構成されている。その内訳は聴き取りが精確　　　年の資料でみると，農地1ha当たりの地代は

でなく，あいまいな点が残されているが，ロー　　旧西ドイツで531マルクであるのに対し，旧東

レンツさん率いる乳牛は，実習生1を含む8　　　ドイツは219マルク（メクレンブルク＝フォア

人で，男女比は4対3であり，うち男性2人　　　ポンメルン州は197マルク）であり，草地は

は搾乳のスペシャリストである。女性3人の　　　旧西ドイツが330マルクで，旧東ドイツが108

うち1人は子牛の世話に特化し，残りで餌な　　　マルク（メクレンブルクニフォアポンメルン

どの乳牛の世話をしている。ボスさんは植物　　　州は111マルク）である。旧東西ドイツ間の

生産の責任者で，農耕5人，機械工2人に加　　　格差は2－3倍にも達している。機械装備は

えて実習生1人の計8人で担当している。第　　　表5のとおりである。このほかに，750頭の

ニセクターの小説の装丁の仕事をしている部　　　牛用の畜舎があって，それは17年前LPG時代

門は，LPG解体のさい，女性の大量解雇のあ　　　に造られており，排泄物はすべて下に落ちる

との職場なしという問題に直面し，「職場奨励　　　ようになっている。魚のあばら骨の形をした

制度」を利用して新たに開拓したものである。　　搾乳機もあり，当時としては新しいよいもの

この制度は新しく職場をつくるばあい，1－2　　だったが，効率が悪くなり，1997年に今度は

年間職業安定所が助成するというものであ　　　円形の搾乳機を購入した。36頭いっぺんに搾

り，軌道に乗る2年間はそこから給料が支払　　　乳でき，牛はすべて耳にセンサーをつけてい

われた。このセクターと養鶏を主導している　　　て，牛乳の量も測定できる。この新しい設備

のがオルツさんで，ここのスタッフは全部で　　　をつくるときに，新しい建物も造られた。蓄

18人，養鶏は飼料も選定も機械化されていて

梱包だけなので，主力は本の装丁の方に注が
れている。このほかに食肉加工があり，女性　　　　表4　組合員の年齢構i成（1992年現在）

3人と屠殺マイスターの計4人で，カスラー　　　総数　　48人・男24（含実習生2）　女24

（豚肉の薫製），ハム，ソーセージなどに加　　　平均年齢　　　　　　　40歳（男女の差なし）

工し，二つの直営の小売店で販売している。　　　　10代　　　　　　　　　　　　　　　　2

このほかに女性の農場長のラオクビッツさん　　　20代　　　　　　　　　　　　　　　9

ともう一人の理事がいる。　　　　　　　　　　　30代　　　　　　　　　　　　　　　10

植物生産は1400haを所有し，うち400haが　　　40代　　　　　　　　　　　　　　21

草地（動物生産の飼料用）であるが，現在60ha　　　50代　　　　　　　　　　　　　　　4

を休耕している。およそ1000ha分には，小麦，　　　60代　　　　　　　　　　　　　　　2

大麦，菜種，ライ麦，燕麦，砂糖大根，とう　　　　＊聴き取りによる。
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表5　農用機械の所有状況（1999年現在）　　　で，これに総量をかけて，それを人数で割れ

トラクター（ケースというもの）　　　　　　　　ばどのくらいの賃金になるかが計算できる

2台（200ps，240ps）　　が，必要経費もあるし，ここでは月給制がと

トラクター（シュレッパー）　　1台（160ps）　　られている。だいたい一人2500マルク（ネッ

トラクター（小）　　　　　　　　　　5台　　　ト）である。自給計算すると，およそ12．4マ

草刈り機　　　　　　　　　　　　　　5台　　　ルクとなる。耕種農業の方は，仕事の内容に

種まき機　　　　　　　　　　　　　　　3台　　　よって異なるがだいたい9．45マルクから

耕運機　　　　　　　　　　　　　1台　　10．50マルク（時給）の基本給と，2．5マルク

除草剤散布機　　　　　　　　　　　　1台　　　から4マルク（時給）の出来高賃金によって

肥料散布機　　　　　　　　　　　　　1台　　　総賃金が決まるが，こちらも月給でおよそ

機械用倉庫　　　　　　　　　　　　　　1　　2500マルクぐらいになる。月給計算をするさ

サイロ　　　　　　　　　　1（現在修理中）　　いに重要なことは，雇用者が支払わなければ

＊聴き取りによる。　　　　　　　　　　　　　ならない諸経費があり，それらは健康保険，

失業保険，年金保険，介護保険などの社会保

険が主である。要するに雇用者がそういった

舎と設備が合体していないと牛が不安定にな　　諸経費を22％，被雇用者が22％支払わなけれ

るのだという。給餌場は1999年にワンステッ　　　ばならない。ネット賃金というのは，被雇用

プのとツーステップのをつけた。　　　　　　　者の社会保険負担分と所得税や連帯税などの

税金の控除後の賃金である。ここシュトラー

〈労働時間・賃金〉　　　　　　　　　　　　　レンドルフ農業生産協同組合では，男女の賃

労働時間はそれぞれの部門によって異な　　　金格差はない。同一労働同一賃金の原則が貫

る。耕種農業については，週40時間であり，　　　かれている。

1日の労働時間は朝7時から夕方4時までで　　　　休暇については，ローレンツさんのばあい，

ある。ただし，収穫期はオープンエンドで，　　有給休暇が26日あり，今年は3週間分の21日

日によっては15－16時間働くこともある。農　　　をまとめてとることができたが，ふつう夏に

繁期は6月1日から9月30日までとなる。年　　　3週間は無理で，2週間どまりであるという。

間ではおよそ2000時間になる。乳牛について　　　ドイツの労働法では最低20日の法による休日

は，搾乳のばあい，朝は4時から8時までと，　　　（有給）があり，また農業産業が結んでいる

夕方15時から19時までで計8時間となる。給　　　タリフ（協約）があって，これに加入してい

餌担当者のばあいには，朝6時から夕方15時　　　ると，40歳以上の人は年間30日以上の休暇が

までの8時間である（お昼休みは除く）。子　　　とれることになる。しかし，この組合はこの

牛担当者は，朝5時から9時半までと午後14　　協約に入ってはいない。

時から18時まででこれも合計8時間となる。　　　　旧LPG時代と比べても，労働内容はそれほ

実習生は，7時から16時までである。酪農は　　　ど変わらないという。というのもむかしも冬

土日休むことができないので，7日働いて3　　　は働けなかったので，機械の修理をして過ご

日休むという1年中変わらない労働時間で　　　した。昔の労働時間は43．75／週ぐらいだった

やっている。給餌は代わることができるが，　　　が，働く人数が多かったのでそんなに変わら

搾乳は特殊技能なので他の人に代わってもら　　ないという。

うわけにはいかないと言う。

乳牛生産では1リットル当たり9ペニヒ
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＜シュトラーレンドルフ　　　　　　　　　　　事長もしくは農場長とも表現されるが，とに

農業生産協同組合の指導者たちの経歴〉　　　かくこの組織のシェフ）であるが，こういう

乳牛の責任者のローレンツさんは，1961年　　　組織のばあい，理事は3人まで選ぶことがで

生まれ（1999年で38歳）であり，この農場か　　　き，組合員からなる「監査委員会」（e，G法

らわずか2キロしか離れていない同じシュト　　で決まっている）がつくられ，そこで理事を

ラーレンドルフ行政区のなかで育った。高校　　　選んで，理事が招聰されることになるのだと

はここから20キロ離れた所だった。高校卒業　　　いう。

後1年半の兵役につき，その後ロストック大

学で動物生産を学んだ。1986年，25歳でLPG　　〈旧LPGとの比較および現在の問題〉

で働き始めた。彼には旧五PGの経験が5年あ　　　旧LPG時代と現在の状況との比較につい

ることになる。　　　　　　　　　　　　　　ては，次のような意見がきかれた。

ホスさんは耕種担当で1964年生まれ，1999　　　今は課題も大きく，直面している問題も

年で35歳であった。メクレンブルク＝フォア　　　けっして小さくはないが，その分報酬がよく

ポンメルン州ストラーズランドの出身で，ロ　　　なっている。旧西ドイツマルクで支払われる

ストック大学で農業を専攻した。27歳の卒業　　　のがよい。旧上PGには管理部門にかかわって

時点（1991年）で職を探すのが非常に困難で，　　いる人間が多く，その人たちが経営や決定に

偶然この農場に就職したとのことであった。　　　口を出し，一つの結論を出すまで多くの時間

1991年といえば，すでに東西ドイツは統一一さ　　がかかる衆愚政治だった。LPG時代の労働時

れており，農業を専攻したとしても旧東ドイ　　間は，43．75／週だった。賃金は大学を出た

ツ型の就職は望めなかったわけである。すで　　　者のそうでない者も同じだった。だが，実際

に可能性のあった個人農への道は，農業学校　　　の生産労働に関わっていた者の方が給料は上

を出ている者には開かれていたが，卒業後す　　　だった。たとえば，トラクターの運転手の方

ぐにはとても無理であったと推察される。　　　　が責任者より給料が高かった。また原則的に

女性農場長であるラオクビッツさんは，　　　同じ賃金でも，働く内容はすいぶん違った。

1964年生まれの35歳である。シュヴェリンで　　　明確に言えば，なまけている者，アル中の人

生まれたが，父がザクセンアンハルト州の人　　　たちはその他の人たちと同程度には働いてい

であったので，5歳の時そこへ行き，ハレ大　　　ないにもかかわらず，おなじだけ給料をも

学で植物生産を専攻した。1988年に大学を卒　　　らっていた。そういう意味で，労働の責任を

業して，すぐに旧LPGに入ったが解体された　　　徹底させることができなかった。またそうい

ので，1990年11月のこのシュトラーレンドル　　　う人が共産党員であるばあいには，叱ること

フ農業生産協同組合に入った。経理担当者が　　　すらできなかった。実質的な同一労働同一賃

死亡したので，その後を受けて経理をやるこ　　金がではなかったといえよう。当時怠業した

とになり，その必要から事務の営業教育を2　　　り，アル中だった人の多くは今職にありつけ

年間受けた。植物生産を専攻したのに，経理　　　ずに失業している。

をやらざるをえなかったのは，当時は仕事を　　　だから，何か新しいことをしたり，新しい

選らぶことができず，職があればよしとする　　技術を採り入れたりして可能性を実現すると

しかなかったからだという。この組合に入っ　　　いう点では，現在の方がずっとやりやすい。

たのは，旧LPGが3つに分かれ，そのうちの　　　旧LPG時代は，作業の効率を高めるという提

一つであるこの組合が植物生産を始めるよう　　言すら実現が困難であった。ただ職を得ると

になったからである。彼女は現在組合長（理　　　いうことからすると，どちらがいいのかいち
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がいには言えない。というのも現在のように　　　旧東ドイツ時代の五PGとは異なる働き方，つ

多くの人が失業している状態もけっして良い　　　まりは個々人の創意工夫が生かせる労働状況

とはいえないからである。　　　　　　　　　　に満足をおぼえていることである。繰り返し

諸経費が上がって収入が減っているという　　指摘されたのは，管理部門の肥大化による会

経営上の問題は大きい。諸経費が上がってい　　　議の長さと決定の少なさであった。シュト

るのに乳価自体は下がっている。したがって，　　ラーレンドルフ農業生産協同組合の設立によ

おととしと昨年の売り上げ成績は落ち込んで　　　り，ここで働く人びとは，「経済効率が貫徹

いる。EU市場のなかで，　EUの要求する生産　　　しうる労働が担保される職場」を手に入れた

量や製品基準および環境基準などを達成しな　　　のである。農業を暮らしの基幹と位置づける

がら，経営を維持してゆくことはけっして容　　伝統からか，農業労働にたいしても一定の意

易なことではない。　　　　　　　　　　　　欲が認められる。もちろん背景に高い失業率

があり，職の確保が旧東ドイツよりも困難な

4．おわりに　　　　　　　　　　　　　　　状態がある。それをを十分勘案しても，労働

統一後すでに10年を経過したとはいえ，旧　　　にたいする意欲はけっして低くはない。この

上PGの解体がどのような経営に変化して　　　シュトラーレンドルフ農業生産協同組合の出

いったのかその全貌に迫ることすらおぼつか　　　発にさいしては，アル中や労働意欲の極端に

ないというのがおそらく現状であろう。さら　　低い者たちを排除できたという自律的決定の

に，ここで取り上げたたった一つの事例につ　　　結果も作用しているといえよう。要するに意

いてもまだほんのわずかなことしか明らかに　　　欲のある者だけが自由意思で経営に参画でき

なっていない。そういう途中経過の不十分さ　　　るということが「やりがい」を作り出してい

をわきまえた上で，今後の研究の方向性を明　　　るとみられる。

示する形でこの小論をしめくくることにした　　　第二は「生活の質」を保証する①労働時間

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　の短縮と②連続的な有給休暇の確保である。

シュトラーレンドルフ農業生産協同組合に　　　この点の達成は，基本的な労働者の権利確保

ついては実際のところすでに9年くらいの実　　　以上の意味をもつ。なぜなら，まさにこれが

績をもっているが，全ドイツにおけるどの程　　　生産性の確保とならんで先進国農業のネック

度の経営なのかは判然としない。組合員に平　　　となっているからである。われわれは，1997

均3000マルクぐらいの給料を保証できるくら　　年に旧西ドイツ地域の酪農や耕種の個人農に

いには経営は成り立っているようにみえる。　　　インタヴューする機会をもつことができた

もとよりドイツ政府からの補助金が機械や新　　　が，異口同音に休暇社会の休暇のとりにくさ

しい施設などのハード面を中心に個々具体的　　　を嘆いていた。家族経営農業の生産力的な制

にこの組合にどのくらい投入されているのか　　　約が指摘されるが，よしんば生産力が達成さ

もわからない。その意味で経営の内実の把握　　　れても，代替労働力の不足は生活のゆとりの

にはまだまだ多くの調査日数を必要とする　　　なさとしてかぶさってくる。どの農民も農政

し，そこに踏み込むためにはい何よりもこの　　　にたいする強い不満を表明し，その一部は「休

事例に関わる人たちとの信頼関係をつくりあ　　暇社会」の休暇のとりにくさへの不満として

げなければならない。　　　　　　　　　　　　わかりやすく現れている。

現時点で印象的に言えることは次のことで　　　　第三に，旧東ドイツ的五PGのある意味で

ある。　　　　　　　　　　　　　　　　　　もっとも価値のあるプラスの遺産は，男女が

その第一は，ここで働いている人たちが，　　　協力的に「同一労働同一賃金」原則を実現で
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きることにある。先に指摘したように，旧　　　共同研究である「家族農業経営の日独比較」

上PG時代にはその原則が実際に侵食されて　　　（科研費申請中）の一環として進められてい

いた現実も存在するだろうが，こと男女の労　　　る。シュトラーレンドルフ農業生産協同組合

働への参加という指標でみるかぎり，それは　　　の調査においては，とくに佐藤勉と小林月子

プラスの遺産として継承されている。シュト　　　とのディスカッションおよびフィールドノー

ラーレンドルフ農業生産協同組合の組合長　　　トに多くを負うていることをまずことわって

は，ラオクビッツさんという35歳（1999年現　　　おかなければならない。また，調査後の資料

在）の女性であり，他の管理職級の男性と比　　整理やテープおこしについては，淑徳大学の

較しても同年輩かむしろ若い年齢である。「若　　　院生である。阿部孝志と豊島義人の両名にご

い女性が組合長ではやりにくくないか」とい　　　協力をいただいた。

うわれわれのすこぶる日本的な質問にたい　　　　はやくから旧西ドイツや東欧地区をフィー

し，ボスさんは，以下のように答えている。　　　ルドにして精力的に農業を研究しておられる

「旧東ドイツ時代は男女平等が徹底してい　　　岐阜大学の小林浩二教授（農業地理学）には

た。今でもマネジメント能力さえあれば，人　　　ドイツにおける調査をコーディネートするさ

を引っ張ってゆく力さえあれば，それでやっ　　　いに，その豊かな人的資源を活用させていた

てゆける。男か女かということが最初から問　　　だくなどいつもたいへんお世話になってい

題になること自体がおかしい」と。　　　　　　る。記してお礼申し上げたい。

以上のようなわれわれの狭い見聞に依拠す

るかぎり，旧五PG解体後の農業生産協同組合　　　　　　　　　　　く注〉

はうまく機能していると言える。雇用労働力　　　（1）ギュンターグラス，高本研一訳rドイッ統一問

に依存する企業型ではないかぎりにおいて，　　　題について』中央公論社1990年参照。

個人農の選択は拙速であったという声も少な　　　（2）小林浩二r21世紀のドイツ』大明堂1998年

からず聞かれた（2°）。その最大の理由は，個人　　　　13頁。

経営であれば，不測の事態においては代替労　　　（3）オンノフランク・ファン・ベックム他農林中金

働力がないというところに求められている。　　　総合研究所海外農協研究会訳rEUの農協21世

十分な休暇もとれずに働き続けるという選択　　　紀への展望』家の光協会2000年77頁。

は，農業生産協同組合がうまく機能している　　　（4）小倉武一編著「轡陶しいドイツ　旧東独農業の

現実に接する時，「時計の針を戻したい」と　　　　解体と再生』農村漁村文化協会1993年51頁。

いう後悔として現れている。　　　　　　　　　　また本稿の表1からも算出可能である。

とはいえ，協同組合であれば順風満帆であ　　　（5）谷口信和　「二＋世紀社会主義農業の教訓二＋

るといわけではもとよりない。シュトラーレ　　　　ー世紀日本農業へのメッセージ』農村漁村文化協

ンドルフ農業生産協同組合ような農業生産組　　　会1999年においては，むしろ以上のこととは反対

織機が今後生き延びていけるかどうかはまだ　　　の見解が述べられている。つまり，旧東ドイツ農民

明確に答えをだせないであろう。先進国の農　　　　（デプタントやインストロィテなど）も菜園地利用

業の困難さをまともに受ける試練が待ち構え　　　をつうじて，土地との密接な関係を有していたこ

ているといえよう。　　　　　　　　　　　　　　　　と，およびユンカー経営においても，監督・熟練労

働を担ったのは，インストロイテやデプタントの家

＊この調査は，佐藤勉（淑徳大学），小林月　　　　族であったことが指摘されている。

子（岐阜大学），佐久間政広（東北学院大学），　　（6）谷口信和は，前掲書のまえがきにおいて，このよ

水上英徳（大分県立芸術文化短期大学）との　　　　うな認識の一つとして，「日本農業は従来の家族経
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営の枠組みを超えた多様な法人経営に，危機から脱　　　　ン州やブランデンブルグ州は農業依存率が高いこ

出する一つの道を託そうとしている。かって，二十　　　　とから，他の州よりも失業率は高いとみられるの

世紀社会主義が今日よりはるかに低い技術水準の　　　　で，統計の方が信愚性がありそうである。ちなみに，

もとで農業生産協同組合や国営農場等の法人経営　　　　女性は23．3％と22．8％で男女合わせた平均より高

の創設を通じて，家族農業経営の生産力的な制約を　　　　くなっている。

社会的な規模で克服しようとした実験を，当時より　　　（20）もとよりフランス，旧西ドイツ，オランダ等か

はるかに高い技術水準のもとで追体験しようとし　　　　らの企業的な個人農やあるいは企業そのものの農

ているということができる」と表現している。　　　　　業への参入があることは忘れられてはならない。

（7）中安定子他　「先進国家族経営の発展戦略』農　　　　旧国境地帯の旧西ドイツからは，東に50－100haと

村漁村文化協会　1994年における第1章「農業経営　　　　借地し，種を蒔いて，また収穫時に戻ってくるとい

の組織化　　ドイツのマシーネンリング　　」（淡　　　　うような農業をしている人もいて，「旅行農業者」

路和則）を参照。　　　　　　　　　　　　　　　　　と呼ばれているという。

（8）小倉武一　前掲書　33頁。

（9）表参照。これは1089年から1992年までの離農者を　　　　　　　　　く文　献〉

対象にしているという。小林浩二　前掲書　20頁を　　　・H・ケッター，秦　玄龍訳『西ドイツ農村の変貌』

あわせて参照。　　　　　　　　　　　　　　　　　　法政大学出版局　1960年

（10）小林浩二編著　『ドイツが変わる　東欧が変わ　　　・フォルカークレム編，大藪輝雄他・村田　武訳『ド

る』二宮書店　1996年諸収　1一二　旧東ドイツ　　　　イツ農業史』大月書店　1980年

農業の大転換一旧国境地帯を中心に（Wolkopf，　　　・NHK取材班　「日本・西ドイツニつの戦後経済』

Meike）36頁参照。　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本放送出版協会　1988年

（11）小林浩二　前掲書　13頁。　　　　　　　　　　　　・ギュンターグラス，高本研一訳　『ドイツ統一問題

（12）小倉武一　前掲書　39頁。たとえば，LPGデン　　　　について』中央公論社　1990年

ミンでは，80年代初めに建設部門に約40人，技術修　　　　・小林浩二　『激動の統合ドイツ』古今書院　1992

理関係の工場でも同様であったという。自衛せざる　　　　年

を得なかったのは，分業を担う国営部門が十分に機　　　　・小林浩二　『統合ドイツの光と影』二宮書店

能しなかったためであるという。　　　　　　　　　　　1993年

（13）同書　39頁。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・小倉武一編著　『轡陶しいドイツ　旧東独農業の解

（14）小林浩二　前掲書11頁。および小倉武一　前掲　　　　体と再生』農村漁村文化協会　1993年

書23頁。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・中安定子他　『先進国家族経営の発展戦略』農村

（15）小林浩二　前掲書　14頁。　　　　　　　　　　　　漁村文化協会　1994年

（16）小倉武一　前掲書　56頁。　　　　　　　　　　　　・是永東彦他　「ECの農政改革に学ぶ』農村漁村文

（17）谷口信和　前掲書　202頁。　　　　　　　　　　　　化協会　1994年

（18）小倉武一　前掲書　32頁。　　　　　　　　　　　　・渡辺　寛　『迷走するECの農業政策』批評社

（19）この数字はシュトラーレンドルフの行政セン　　　　1994年

ターにおける聴き取りによるが，メクレンブルクニ　　　・小林浩二　『ドイツが変わる　東欧が変わる』二

フォアポンメルン州の農業概要によれば，1997年で　　　　宮書店　1996年

メクレンブルクニフォアポンメルン州全体の失業　　　・アロイス　ハイセンフーバー他，四方康行他訳

率は20．3％同じく1998年で20．5％となっている。旧　　　　「ドイツにおける農業と環境』農村漁村文化協会

東ドイツの新諸洲の失業率はいずれも高いと聞い　　　　1996年

ており，とりわけメクレンブルクニフォアポンメル　　　・渡辺重範編　「ドイツハンドブック』早稲田大学
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出版部　1997年　　　　　　　　　　　　　　　　　　漁村文化協会　1999年

・ローズマリーフェネル，荏開津典生監訳　『EU共通　　　　・浅川千尋編　『知の扉　新しいドイツへ』晃洋書

農業政策の歴史と展望』農村漁村文化協会　1997　　　　房　1999年

年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・湖澤能生　『環境問題と自然保護　日本とドイツの

・犬塚　昭政他　「論争・近未来の日本の農業』農村　　　　比較』成文堂　1999年
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